
受付案内業務仕様書
１　業務内容

本業務は、映像文化ライブラリーの映画鑑賞者等への受付案内や広報物の作成等を行うものであり、その内容は次のとおりとする。
（1） 実施期間
令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで
　（２）内容
ア　映画鑑賞者の受付（鑑賞料金の収受を伴う）
イ　貸出用映画フィルム、視聴覚機材等の予約・貸出の受付
ウ　視聴席利用の受付及び機器の操作
エ　来館者の案内（軽易なもの）
オ　その他映像文化ライブラリーの運営に係る軽微な業務

　　　カ　館内掲示物、簡易なチラシ等のデザイン・レイアウトの作成
　　　キ　映像及び音楽資料の整理分類作成

　（３）業務実施場所

　　　　広島市映像文化ライブラリー
（広島市南区松原町９番１号エールエールHIROSHIMA１０階）

（4） 業務実施日時（全て休憩時間１時間を含む）
1 火曜日、水曜日（下記③に該当する日を除く）
早番9：45～18：30　遅番12：00～20：15
2 木曜日、金曜日（下記③に該当する日を除く）
早番9：45～18：30　通し9：45～20：15
3 土曜日、日曜日及び祝日法の休日（以下「休日」）、８月６日
9：30～18：15
4 業務を要しない日

月曜日（ただし、祝日または８月６日に当たるときは除く。）及び１２月２９日から
１月４日。
　　　　上記に関わらず勤務日及び勤務時間の変更の必要性が生じた場合には、発注者と受注者は協議し決定するものとする。
２　業務実施上の留意事項

（１）受注者は、業務に支障を生じないよう常に必要な人員を配置して業務を行うこと。

（２）受注者は業務遂行に必要な研修を従事者全員に行うこと。

（３）従事者は、当該施設が公の施設であることを認識し、来館者の対応に当たっては、その
年齢・来館目的等を踏まえた臨機・柔軟な対応姿勢をもって、明るく親切丁寧かつ礼儀や
言語・振る舞いを正しくして的確な対応をすること。
（４）従事者は、業務を遂行するにあたって常に整理整頓するとともに、事故防止には万全を
期すこと。

３　経費の負担等

（1） 受注者は、委託業務に必要な限りで、発注者の施設の一部を使用することができるもの
とする。

（2） 委託業務を行うために必要な経費のうち、電気料・水道料及びガス料は、発注者の負担
とする。なお、電気等の使用に当たっては、効率的に使用するよう努めること。
４　報告事項等
（１）受注者は、あらかじめ発注者に対し、現場管理責任者及び従事者の住所・氏名等を報告
し、事前に発注者の承認を得るものとする。変更があった場合も、同様とする。

（２）公益財団法人広島市文化財団委託契約約款（長期継続契約用）第６条に定める委託業務
実施計画書は年間計画書とし、契約締結後速やかに提出して発注者の承認を受けなければ
ならない。

（3） 公益財団法人広島市文化財団委託契約約款（長期継続契約用）第１２条に定める委託業
務実施報告書は、業務日誌及び月間報告書とし、業務日誌は翌日(翌日が休館日にあたるときはその翌日、ただし、３月３１日分については同日)に提出し、月間報告書は翌月の１０日（３月分については３月３１日）までに提出して、それぞれ発注者の確認を受けるものとする。
５　検査完了期日（期限）

発注者による毎月の業務の検査完了期日（期限）は、翌月１９日（ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。
６　その他

（1） 受注者は、現場責任者及び従業員の心身の健康に留意し、労使関係を友好に保つ努力
をすること。

（2） 受注者は、現場責任者及び従業員に社会保険加入等の必要な措置を施すこと。

（3） 受注者は、火災等の緊急・非常事態においては、発注者の指示下に入り、来館者の誘導
等の措置を臨機応変に行うこと。

（4） この仕様書に定めのない事項については、発注者・受注者協議して定めるものとする。

